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 令和５年１２月３１日現在
人　口　17,216 人    （－  17）
男　性 　  7,992 人　　（－   5）
女　性　  9,224 人　　（－  12）
世帯数　 9,534 世帯　（－　11）

転　入　  68 人
転　出　  58 人
出　生　   6 人
死　亡　  33 人

●異動の内訳●

※カッコ（  ）内の数字は前月比
　令和２年国勢調査（確定値）
　人　口　18,000 人　世帯数　8,283 世帯　

【税務課からのお知らせ】ご寄附に感謝

　問合せ　税務課 納税係　☎２１－２１１６

日時：２月　７日（水）午後５時３０分～７時
　　　２月２１日（水）午後５時３０分～７時
場所：税務課(役場1階窓口)
　　　※事前予約制

夜間納税相談窓口をご利用ください！

　令和５年度の町税の納期は、２月の国民健康保険税
第８期をもって終了します（随期分を除く）。
　納め忘れのある方は、至急納付していただきますよ
うお願いします。　　
　紛失などでお手元に納付書がない方については、再
発行しますのでご連絡ください。
※ここでいう「町税」とは、町道民税、固定資産税、
　軽自動車税種別割、国民健康保険税のことです。

令和５年度の町税について

国民健康保険税　８期 ２月２６日（月）

納期限～今月の税～

納付・相談はお早めに！
　町税は、道路・公園の整備、教育、子育て支援、各
種福祉サービスなど、皆さんの暮らしを支える町の大
切な財源に充てられています。
　また、未納となっている町税を放置することは、納
期内に納付している方との公平性を欠くことになりま
す。
　納付や連絡・相談がない場合は、財産等の
調査や、差押を行う場合があります。町税に
未納がある方につきましては至急、納付して
いただきますようお願いします。
　納付のご相談等ありましたら、ご連絡ください。
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（順不同、敬称略、金額や氏名など寄附者の希望に
　より掲載をしない場合があります。）
○余市町まち・ひと・しごと創生推進プロジェクト
　応援寄附金として
・北新マテリアル株式会社　
　代表取締役社長　長瀬　真一郎

一金　１００，０００円
・株式会社カーヴ・ド・リラックス　
　代表取締役　笠原　潤平
　　　　　　　　　　　　一金　２００，０００円
○行事用テントとして
・余市ライオンズクラブ　会長　中澤　優子

集会用テント一式（１８万円相当）

　町では、申請から手数料の支払いまで町公式ＬＩＮ
Ｅ上で完了する申請窓口を提供しています。
　申請はリッチメニューの「申請」ボタ
ンをタップいただくと手続きを開始する
ことができます。

町公式ＬＩＮＥで各種申請が
できます！

　問合せ　子育て・健康推進課 子育て推進係
　　　　　☎２１－２１２２

友だち追加はコチラから→

　本町では、２月下旬に町税を納付されていない方に
対し、催告書を送付します。届いた方につきましては
内容を確認し、指定期限までに必ず完納するようお願
いします。

町税が未納の方へ催告書を送付します
　令和５年度子育て世帯に対する給付金（低所得・ひ
とり親世帯）の申請期限が迫ってきています。支給要
件を確認のうえ、該当となる方（原則、物価高騰の影
響を受けて家計急変した子育て世帯のみ）は、お早め
に申請をお願いします。
　給付金の制度詳細や申請書等については、町ホーム
ページに記載していますが、ご不明点等があれば、問
合せください。

令和５年度子育て世帯（低所得・
ひとり親世帯）に対する給付金

申請手続
申請書類を子育て・健康推進課に窓
口提出または郵送（消印有効）にて
申請してください。

申請期限 ２月２９日（木）まで

←詳しくはコチラから！


